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現在、国連加盟国における複数国籍の容認国は
7割を超えています。また、国境を越えた⼈の
移動や国際結婚によって、⽇本にも約89万⼈の
重国籍者がいると推定されています。こうした
中で、外国の国籍を取得したことを理由に⽇本
国籍を剥奪することを定めた国籍法11条1項の
違憲訴訟が提訴されました。
 本報告では、これまで注⽬されることのなか
った⽇本国憲法22条の「国籍離脱の⾃由」をめ
ぐる解釈動向を紹介するとともに、現代におけ
る「国籍」の意義を憲法・国際⼈権法の観点か
ら再検討します。
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問い合わせ：南山大学地域研究センター共同研究
〒466-8673　名古屋市昭和区山里町18番地
Phone：052 -832 -3111（代表）/　E-ma i l : kyodo -kenkyu@nanzan -u . ac . jp

主催/南山大学地域研究センター共同研究

欧⽶亜諸国・諸地域における近時の社会制度改⾰に関する研究
2020年度第1回講演会

事前申込
以下フォームに⼊⼒いただき事前申込ください。
ZoomのURLなど詳細については、講演会前⽇
11⽉4⽇（⽔）にご登録いただきましたメール
アドレスへご連絡いたします。

※申込期限：2020年11⽉4⽇（⽔）9:00 am
 https://forms.gle/PoiehiaL3hkmttCm8


